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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和4年1月4日(2022.1.4)

【公開番号】特開2021-26927(P2021-26927A)
【公開日】令和3年2月22日(2021.2.22)
【年通号数】公開・登録公報2021-009
【出願番号】特願2019-145070(P2019-145070)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  13/629    (2006.01)
   Ｈ０１Ｒ  13/42     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   13/629    　　　　
   Ｈ０１Ｒ   13/42     　　　Ｅ
   Ｈ０１Ｒ   13/42     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月18日(2021.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　ロックアーム４０は、図１に示すように、帯板状に形成されている。ロックアーム４０
の後端には、操作部４１が形成されている。操作部４１は、雌コネクタＦと雄コネクタＭ
との嵌合を解除させる際に操作される部分である。ロックアーム４０の前端側には、上方
に向かって左右方向の幅が大きくなる溝部（図示略）が形成されている。この溝部は、雌
側ハウジング１０の凸部１７に対応する形状であり、上方に向かって幅が広くなる形状で
ある。この溝部の後端には、下方に突出する第２係止部４２が形成されている。この溝部
の前端には、凸部１７の前端に接触する前端部４３が形成されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　図５に示すように、雄端子金具６０は、金属棒材を側面視形状がＬ字形をなすように屈
曲した形状である。雄端子金具６０は、屈曲部６１から下向きに延出した基板接続部６２
と、屈曲部６１から前方へ延出したタブ６３とを有している。雄端子金具６０は、タブ６
３を雄側ハウジング５０の後方から端子保持部５１に貫通させた形態で、雄側ハウジング
５０に取り付けられている。基板接続部６２は、雄側ハウジング５０の前方に露出され、
回路基板（図示省略）に接続される。タブ６３は、フード部５２内に収容されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　次に、雌コネクタＦと雄コネクタＭの嵌合工程を説明する。嵌合の際には、雌側ハウジ
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ング１０をフード部５２内に嵌入する。嵌合過程では、図５に示すように、雌側ハウジン
グ１０がフード部５２内にある程度（タブ６３が接点部２８に接触する少し前となる程度
）挿入されると、リテーナ側摺接部３２が雄側摺接部５５に接触するようになる。リテー
ナ側摺接部３２及び雄側摺接部５５は、嵌合方向に対して斜めをなしているので、雌側ハ
ウジング１０と雄側ハウジング５０との嵌合が進むにつれて、リテーナ側摺接部３２と雄
側摺接部５５が摺接して、可動部３１が解除位置から端子変形位置に変位する。可動部３
１が解除位置から端子変形位置へ変位する過程で、図８に示すように、リテーナ３０の係
止部３５が傾斜部１６に対して下方に向かって摺接する。これにより、リテーナ３０の側
壁部３４が傾斜部１６によって外側に押されることで、側壁部３４における外側への弾性
変形量が増していく。そのため、側壁部３４が傾斜部１６に摺接することで、側壁部３４
によって可動部３１を上方（解除位置）に向かわせる力を生じさせることができる。側壁
部３４は、弾性接触片２５の変形量が最も大きくなった段階で、図８に示すように、係止
部３５がフード部５２の内面５３に接触した状態で維持される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　［他の実施例］
　本発明は、上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、特許
請求の範囲によって示される。本発明には、特許請求の範囲と均等の意味及び特許請求の
範囲内でのすべての変更が含まれ、下記のような実施形態も含まれることが意図される。
　上記実施例１では、タブ６３の雌端子金具２０への挿入時に、タブ６３が接点部２８及
び受け部２６に接触する構成を例示したが、挿入時に接点部２８及び受け部２６に接触し
ない構成であってもよい。すなわち、接点部２８と受け部２６との距離がタブ６３の径よ
り大きくなるように弾性接触片２５が押し下げられており、両コネクタＦ，Ｍの正規嵌合
時に可動部３１が解除位置に戻ることで接触してもよい。
　上記実施例１では、リテーナ３０にリテーナ側摺接部３２が形成され、雄側ハウジング
５０に雄側摺接部５５が形成されていた。しかしながら、リテーナ３０及び雄側ハウジン
グ５０の一方のみに摺接部が設けられる構成であってもよい。このような構成であっても
、摺接部をリテーナ３０及び雄側ハウジング５０の他方に摺接して、可動部３１を解除位
置から端子変形位置に変位させることができる。
　上記実施例１において、ロックアーム４０を設けることなく、両コネクタＦ，Ｍの嵌合
・離脱を行ってもよい。例えば、両コネクタＦ，Ｍの離脱を行う際には、治具挿通孔５７
に治具を差し込み、治具で可動部３１を押し下げて端子変形位置に変位させることができ
る。
　上記実施例１において、リテーナ３０が変位可能となるように雌側ハウジング１０に一
体的に構成されていてもよい。
　上記実施例１では、可動部３１が、弾性接触片２５を雄端子金具６０から遠ざかるよう
に弾性変形させる機能と、雌側ハウジング１０と雄側ハウジング５０との嵌合状態のロッ
ク機能と、を兼ね備えていた。しかしながら、これら機能を別々の部材で実現させる構成
であってもよい。
　上記実施例１では、リテーナ３０が、弾性接触片２５を雄端子金具６０から遠ざかるよ
うに弾性変形させる機能と、雌端子金具２０の抜け止めを行う機能と、を兼ね備えていた
。しかしながら、これら機能を別々の部材で実現させる構成であってもよい。
　上記実施例１では、リテーナ３０は、フード部５２の内面５３に突き当たることで端子
変形位置に保持されるが、これに替えて、雌側ハウジング１０に、リテーナ３０を端子変
形位置に保持するための部位を形成してもよい。
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